
大月市地域おこし協力隊 募集要項 
 

 

人口減少や少子高齢化が進行している大月市において、地域の活力の維持及び強化に

資するため、地域外の人材を積極的に誘致し、定住及び定着を図り、もって地域の活性

化に必要な施策を推進するため、大月市地域おこし協力隊を次のとおり募集します。 

 

 

１ 募集する地域おこし協力隊の事業概要・募集人数                     

 

(1) 観光振興事業    ３名  

首都圏からのアクセスがよく、気軽に楽しめるトレッキングやアユ釣りなど豊か

な自然にあふれた大月市では、地域住民と協働した観光まちづくりや観光事業等で

起業を目指す人材を求めています。 

 

  ア 観光資源の開発と調査研究に関する活動 

  イ 観光地及び観光に関する広報宣伝、観光事業に関する情報収集活動 

  ウ 観光関係事業団体と連携した観光特産品の改善、開発ＰＲ活動 

  エ 地産地消、一駅逸品などお土産の開発、販路拡大の調査活動 

  オ 登山道整備や山岳観光ガイド養成等に関する活動 

カ 将来の法人化に向けた仕掛け・仕組みの立案活動 

キ 空き家、空き商店の有効活用策の調査活動   

  ク 共通事項   など 

 

(2) 農林業活性化事業  ２名  

遊休農地化・荒廃林化など大月市の農林業の問題点に対し、今まで埋もれてきた

資源（ヒト・モノ・自然等）を発掘・活用した新たな農林「業」を生み出すための

活動に取り組んでいただける人材を求めています。 

 

ア 地域交流・文化風習の体験による地域活性化に関する活動 

  イ 営農実地研修 

ウ 購買力の高い野菜や加工品等特産品づくりの研究活動 

エ 販売・購買の需要調査を行い販路拡大を行う活動 

オ インターネットを活用した販売戦略の研究活動 

カ 市民農園の管理活動 

キ 直売所の運営補助活動 

ク 森林整備に関する活動 

ケ トレッキング等グリーンツーリズムの実施活動 

 コ 共通事項   など 



※上記の共通事項の内容 

 ア 地域おこしの提案と実践 

 イ 地域資源の発掘及び活用に関する活動 

ウ 地域活動への参加及び参画 

   （自治会活動やイベント・祭り等の伝統芸能等継承活動） 

エ 活動に必要と思われる研修会、会議、地域集会等への参加 

オ 地域の情報発信に関する活動 など 

 

 

 

２．応募資格                                   

 

（1） 年齢が満２０歳以上５０歳未満の者（平成２７年４年１日現在） 

（2） 日本国籍を有する者 

（3） 地方公務員法第１６条に規定する欠格条件に該当しない者 

（4） ３大都市圏をはじめとする都市地域（過疎地域自立促進特別措置法(平成１２年法

律第１５号)、山村振興法(昭和４０年法律第６４号)、離島振興法(昭和２８年法律

第７２号)及び半島振興法(昭和６０年法律第６３号)に基づく対象地域或いは指定

地域以外の地域をいう。）に生活の拠点を置く住民で、本市に住民票を移動すること

ができる者及び他自治体において２年以上の地域おこし協力隊の隊員経験があり、

解嘱から１年以内の者であって本市に住民票を移動することができる者 

（5） 心身ともに健康な状態で、かつ、意欲と情熱を持って地域協力活動を遂行するこ

とができる者 

（6） 普通自動車運転免許を有する者 

（7） パソコンの操作ができる者（ワード・エクセル・インターネット等） 

（8） 任期終了後、大月市おいて起業・定住に意欲がある者 

 

 

 

３．応募手続き等                                 

 

（1） 応募受付期間 

 平成２７年１月１５日（木）～ ２月４日（水） 

（2） 応募方法 

   郵送のみ  ２月４日迄必着 

（3） 応募先 

   〒４０１－８６０１ 

   山梨県大月市大月二丁目６番２０号 

   大月市役所 総務部 企画財政課 企画担当「地域おこし協力隊募集」宛 

 



（4） 応募書類 

  ア 申込書    1通 

  イ 住民票の抄本 1通 

  ウ レポート   各 1通（１テーマにつき、Ａ４用紙で書式は自由） 

・ レポートテーマは、次の２種類とします。 

共通テーマ ：①地域おこし協力隊への応募動機（４００字以内） 

事業別テーマ：②活動目標（８００字以内） 

 エ 自治体が証明した地域おこし協力隊の隊員としての活動期間を明らかにする 

   書類 

※他自治体において地域おこし協力隊の隊員として２年以上活動し、解嘱から 

１年以内の者のみ提出してください。 

  ※提出書類の書式は、大月市ホームページからダウンロードできます。 

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/ 

※提出書類は、返却できません。 

※この募集に関して収集する個人情報は、この募集のために必要な範囲でのみ使 

用します。 

 

 

 

４．選考方法                                  

 

（1） 第１次選考「書類選考」 

 ア 応募書類を基に、書類選考による第１次選考を実施します。 

  イ 選考結果は、２月１０日（火）までに応募者全員に通知を発送します。 

 

（2） 第２次選考「面接」 

  ア 第 1次選考合格者は、面接による第２次選考を実施します。 

       面接日 平成２７年２月２０日（金）・２１日（土） 

      場 所 大月市役所       

※詳細な時間・場所等については、第１次選考結果通知時にお知らせします。 

※第２次選考のために必要な交通費等は、自己負担とします。 

  イ 選考結果は、３月３日（火）までに第２次選考出席者全員に対し、通知を発送

します。 

 

 

 

 

 

 

 



 ５．勤務条件等                                 

 

(1)  勤務条件等については、(1)観光振興事業、(2)農林業活性化事業共通として、次

のとおりとします。 

ア 勤務場所 

  大月市内 

イ 報酬 

   月額 １６６，０００円 

ウ 業務、活動内容 

  １ 募集する地域おこし協力隊の事業概要・募集人数のとおり 

エ 雇用形態 

 大月市の非常勤の特別職嘱託員として市長が委嘱します。 

  オ 雇用期間 

 平成２７年４月１日から１年間とします。最長３年まで雇用を更新すること 

が可能です。 

カ 勤務日、勤務時間 

  (ｱ) 勤務日は、原則として月曜日から金曜日までの週５日勤務（土・日、国民 

    の祝日、１２月２９日から翌年１月３日までは休み）とします。 

      ただし、活動の状況により、必要があると認められる場合には、勤務日を 

変更することがあります。 

(ｲ)  勤務時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとします。 

       ただし、活動の状況により、必要があると認められる場合には、勤務時間

を変更することがあります。 

キ 休暇等 

  大月市嘱託員の例によります。 

  ク 住居 

     市が借り上げた物件を貸与します。 

ケ 活動に関する経費 

   活動に要する経費は、予算の範囲内で市が負担します。 

 

 

 

６．問い合せ先                                 

 

山梨県 大月市役所 総務部 企画財政課 企画担当 （平日 8：30～17：15） 

ＴＥＬ：０５５４－２３－８０１１（直通） ＦＡＸ：０５５４－２３－１２１６ 

E-ｍａｉｌ：ｋｋｚａｉｓｅｉ－１９２０６＠ｃｉｔｙ．ｏｔｓｕｋｉ．ｌｇ．ｊｐ 


